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平成２３年生活のしづらさなどに関する調査（在宅障害児・者等実態調査）に

ついて

障害保健福祉行政の推進につきましては、平素よりご協力いただきありがと

うございます。また、本調査の実施にあたりましては、ご協力をいただき、重

ねて御礼申し上げます。

今般、その結果がまとまりましたので、関係資料を送付いたします。

本調査の結果では、「障害者手帳非所持で、自立支援給付を受けていないが、

障害による日常生活を送る上での生活のしづらさがある者」（以下「生活のしづ

らさがある者」という。推計で 132.9 万人）のうち、福祉サービスを利用して

おらず、福祉サービスの利用を希望する者の割合は、６５歳未満で２０．４％、

６５歳以上で１３．６％でありました。

また、上記の福祉サービスの利用を希望する者の中では、福祉サービスをど

の程度利用したいかとの質問に対し、「わからない」（支援が必要なのに制度が

利用できるか明確にわからない場合を含む。）と回答した者が最も多く、生活の

しづらさがある者に対する割合で見ると、６５歳未満で１６．６％、６５歳以

上で９．６％でありました（結果の概要 表１０参照）。

このため、厚生労働省としては、障害者、高齢者の保健福祉に関わる制度や

手続きについての周知の徹底や相談支援体制の一層の整備を図ること及び自治

体による障害福祉計画の作成等を通じ、引き続き、地域のニーズに応じたサー

ビス提供体制の整備を進めることが重要と考えています。

各自治体におかれましても取組みへのご協力をお願いいたします。

なお、本年４月から施行された障害者総合支援法の中で、障害者の範囲に難

病等（１３０疾患）を追加し、障害福祉サービス等の対象としています。この

障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲について、 新たな難病対策におけ

る医療費助成の対象疾患の範囲等に係る検討を踏まえ、今後、見直しを行うこ

ととしております。


